
３年公民プリント No.3５ 私たちの司法と裁判員制度① 教Ｐ10８～１１１ 

   年    番 名前                        

    目標 

 

考えよう Today’ｓ Mission 

 

 

判決 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 裁判官として何を基にどんな判決をすることが望ましいか。 

 

 

 

 

 

 

振り返り１ 本日の内容・疑問 

 

 

 

振り返り２ 裁判員制度は何のために必要なのか。 

 

分からない                分かる 

刑が軽くなる 刑が重くなる 

・被害者に問題がある場合 

・精神的に不安定な場合 

・被害者が複数いる。 

・殺人以外の罪を犯した。 

・計画性・悪質性 

 

 

 

【資料 1】刑法 199 条 

刑法 199 条 : 人を殺した者は、死刑又は無期若

しくは 5年以上の懲役に処する。  

 

【資料 2】本裁判の争点 

【資料 2】本裁判の争点 

 

 

何のため？ 


